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A. 研究目的 
 食品添加物の安全性評価において一

日摂取許容量（以下 ADI、mg/kg 体重/
日）が設定された化合物については、当

該食品添加物の一日摂取量が ADI 以下

であれば健康への影響はないとみなされ

る。そのため、日常の食事を介して摂取

される食品添加物の一日摂取量を推定し、

ADI が設定されているものについては

その範囲内にあるかを確認することは、

食の安全性を確保する上で重要なことで

ある。我が国では食品添加物の摂取量を

把握するため、市販食品を７つの食品群

に分けて混合し、この混合試料中に含ま

れる食品添加物を定量し、その結果に国

民の平均的な各食品群の食品喫食量を乗

じて摂取量を求める、マーケットバスケ

ット（MB）方式による一日摂取量調査

が実施されている 1-3)。また、同時に厚生

労働科学研究において、食品添加物の生

産量統計を基にした食品添加物摂取量の

推定が行われている 4)。 
 香料については、他の食品添加物と異

なり、種々の香料を微量ずつ混和した香

料製剤として食品に使用されており、香

料ごとの摂取量を正確に予測することが

難しいことから、国際的に様々な摂取量

研究要旨 我が国の流通食品における香料摂取量の実態を明らかにするため、マー

ケットバスケット（MB）方式による香料の一日摂取量調査について検討を行った。

アルデヒド系及びケトン系香料を対象に MB 混合試料に含まれる各種香料の含有

量を QuEChERS 法により抽出・精製後、GC/MS を用いて分析し、20 歳以上の喫

食量をもとに推定一日摂取量を算出した。 
 MB 方式による香料の一日摂取量はバニリンが最も高く 1.22 mg/人/日であっ

た。その他の香料はエチルバニリン 0.13 mg/人/日、ヘキサナール 0.54 mg/人/日、

ベンズアルデヒド 0.32 mg/人/日であった。FAO/WHO 合同食品添加物専門家委員

会（JECFA）において一日摂取許容量（ADI）が定められている香料について、

ADI（mg/kg 体重/日）に対する体重あたりの一日摂取量（mg/kg 体重/日）の割合

（対 ADI 比）を求めたところ、バニリンが 0.21％で最も高くなった。その他の香

料の対 ADI 比はエチルバニリン 0.07％、ベンズアルデヒド 0.11％であり、いずれ

の香料も ADI に比べて推定摂取量は十分に低いことが示された。 
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推計法により検討が進められている。

FAO/WHO合同食品添加物専門家委員会

（JECFA）では、Maximized Survey- 
Derived Intake（MSDI）法やSingle 
Portion Exposure Technique（SPET）
法を採用しており、欧州食品安全機関

（ EFSA ） で は 、 MSDI 法 や Added 
Portions Exposure Technique（APET）
法を採用し、香料の評価が行われている。

我が国では、食品安全委員会において

MSDI法により摂取量を推定し、香料の

安全性評価が行われている。 
MSDI 法は、ある地域で 1 年間に使用

された香料は、その地域の 10％の人口が

均等に消費したと仮定し、香料の年間生

産量を人口の 10%及び補正係数で割る

ことによる推計される。SPET 法は、あ

る香料を含む食品を  1 品のみ毎日  1 
食分食べると考えて想定される摂取量の

推計法であり、コーデックス食品添加物

一般基準（GSFA）の食品分類を参考に

JECFA が設定した食品分類のうち、あ

る香料を添加される可能性があるすべて

の食品分類を特定し、その各食品分類へ

の香料の標準添加率をその食品分類の 
portion size（単一食品の標準的な 1 食

分の喫食量）に掛け合わせ、その中で最

も高い値を摂取量とする推計法である。

APET 法は、SPET 法と同様に食品分類

毎の食品喫食量と香料の添加率を用いる

が、元の食品に含まれる香料の含有量も

添加率に加えており、また、飲料とその

他の食品の摂取量の最大値を合計する方

法である。これらの摂取量推計法は、香

料の生産段階における使用量又は添加率

と食品の喫食量から求める推計法であり、

食品製造段階で使用される使用量を用い

て想定される最大摂取量を推計する手法

として有効な手法であるが、実際に流通

している食品中の香料の含有量から平均

的な一日摂取量を推計した報告は見当た

らない。 
 今日の分析技術の発展に伴い、農薬の

分析等では分散型固相抽出法の 1 種であ

る QuEChERS 法を GC/MS と組み合わ

せることにより、食品に含まれる化合物

を迅速、簡便かつ効果的に分析する方法

が開発され、各種食品からの農薬分析に

応用されている。この分析法は、食品に

含まれる一部香料の分析にも有効と考え

られる。そこで、流通する食品中からの

香料の摂取量を明らかとするため、MB
方式による香料の一日摂取量の推計を検

討した。本研究の 1 年目はエステル系香

料、2 年目はアルコール系香料に着目し、

MB 方式によるエステル系香料の一日摂

取量の実態調査を行った。今年度はアル

デヒド系及びケトン系香料を対象に、

QuEChERS 法により試料調製した後、

GC/MS を用いて MB 混合試料中の香料

含量の分析を行い、20 歳以上の食品の喫

食量から各種香料の一日摂取量の推計を

行った。 
また、MB 方式による香料の摂取量調

査手法ついて、従来の香料の使用量に基

づいた摂取量推定結果と比較し、MB 方

式の有用性及び問題点について検証を行

った。 
 
B. 研究方法 

1) 調査食品 
平成 22 年度 受託事業（厚生労働省医
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薬食品局食品安全部基準審査課）食品摂

取頻度・摂取量調査の特別集計業務報告

書 5)（平成 23 年 1 月 28 日）（独立行政

法人 国立健康・栄養研究所）の調査結

果に基づいて作成した加工食品群別年

齢階級別の食品喫食量リストに従い、7
食品群 189 食品に集約した。ただし、一

日喫食量が多く、食品添加物の使用頻度

の高い食品については、一つの食品に対

し原則として異なる企業の 2～3 製品を

購入することとし、実際には 286 製品を

購入した。 
2) MB 方式調査用加工食品群試料（MB

試料） 
 分類した食品を、食品喫食量リストに

従い、1～7 群毎に分類し、20 歳以上の

一日喫食量をもとに採取し、1 群はその

まま、2～7 群は等量の水を加え、それぞ

れ均質磨砕した。これを MB 方式調査用

加工食品群試料（MB 試料）として本研

究に用いた。この試料はポリエチレン容

器に分注し、－20℃以下の冷凍庫にて冷

凍状態で保存した。分析前に室温状態に

て解凍し、実験に使用した。 
3) 試薬 

マルトール、バニリンは富士フイルム

和光純薬の特級試薬、ヘキサナールは一

級試薬、ペリルアルデヒドは局方生薬試

験用(定量用・薄層クロマトグラフィー

用)を用いた。ベンズアルデヒドは関東化

学のJIS試薬特級を用いた。エチルマル

トール及びエチルバニリンは東京化成

の試薬を用いた。ベンズアルデヒド

-2,3,4,5,6-d5、ヘキサナール-d12、バニリ

ン-d3(メトキシ-d3)はCDN Isotopeの試

薬を用いた。その他の試薬は試薬特級を

用いた。 
4) 香料混合標準原液の調製 

エチルバニリン、エチルマルトール、

バニリン、ヘキサナール、ベンズアルデ

ヒド、マルトール各 1.0 g を少量のアセ

トニトリルを入れた別々のメスフラス

コ 100 mL に採取し、アセトニトリルを

加えて全量を 100 mL とし、香料標準原

液とした（濃度 10 mg/mL）。ペリルア

ルデヒドは 50 mg を少量のアセトニト

リルを入れたメスフラスコ 5 mL に採取

し、アセトニトリルを加えて全量を 5 
mL とし、ペリルアルデヒド標準原液と

した。各香料標準原液 1 mL を少量のア

セトニトリルを入れたメスフラスコ 100 
mL に採取し、アセトニトリルを入れて

全量 100 mL とし、香料混合標準原液Ⅰ

とした（濃度 100 µg/mL）。香料混合標

準原液Ⅰ2 mL を少量のアセトニトリル

を入れたメスフラスコ 100 mL に採取し、

アセトニトリルを入れて全量 100 mL と

し、香料混合標準原液Ⅱとした（濃度 2 
µg/mL）。調製したペリルアルデヒド標準

原液は冷凍庫に保管し、その他の香料標

準原液 I 及び II は冷蔵庫にて保管した。 
5) 内部標準原液の調製 
ベンズアルデヒド-2,3,4,5,6-d5 0.05 g

を少量のアセトニトリルを入れたメスフ

ラスコ 50 mL に採取し、アセトニトリル

を加えて全量を 50 mL とした（濃度 1 
mg/mL）。ヘキサナール-d12、バニリン

-d3(メトキシ-d3) を少量のアセトニトリ

ルを入れた別々のメスフラスコ 10 mL
に採取し、アセトニトリルを加えて全量

を 10 mL とした（濃度 1 mg/mL）。こ

れらの溶液各 5 mL を少量のアセトニト
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リルを入れたメスフラスコ 50 mL に採

取し、アセトニトリルを入れて全量 50 
mL とし、内部標準原液とした（濃度 100 
µg/mL）。内部標準原液は冷蔵庫にて保管

した。 
6) 検量線標準溶液の調製 
 6 本の少量のアセトニトリルを入れた

10 mL のメスフラスコに、内部標準原液

1 mL ずつを正確に採り、香料混合標準

原液 0、0.25、0.5、1、2.5 又は 5 mL を

正確に加え、アセトニトリルを加えて正

確に 10 mL とし、検量線用標準液とした。

検量線用標準液は冷蔵庫にて保管し、用

時その一部を GC/MS 用バイアルに採取

し分析に使用した。 
7) 器具及び装置 
器具： 試料調製キットとして AOAC 
2007.01 に準拠した Q-sep QuEChERS 
抽 出 塩 キ ッ ト Q150 及 び Q-sep 
QuEChERS 精製キット Q251（島津ジ

ーエルシー）を用いた。 
装置：GC/MS は島津製作所製の GCMS- 
QP2010 を用いた。 
8) GC/MS 測定条件 
カラム：InertCap Pure-WAX（30 m × 

0.25 mm I.D. 膜厚 0.25 µm）、カラム温

度：40℃ (5 min)→5℃/min→240℃、注

入口温度：240℃、インターフェース温

度：240℃、イオン源温度：240℃、イオ

ン化法：EI、イオン化電圧：70 eV、測

定モード：SIM、測定質量数：エチルバ

ニリン m/z 137、エチルマルトール m/z 
140、バニリン m/z 151、ヘキサナール

m/z 72、ベンズアルデヒド m/z 106、マ

ルトール m/z 126、ベンズアルデヒド

-2,3,4,5,6-d5 m/z 110、ヘキサナール-d12 

m/z 80、バニリン-d3(メトキシ-d3) m/z 
154。 
9) 試験溶液の調製 
 QuEChERS 法（AOAC 2007.01）6)

を用い、以下の方法により試料調製を行

った。MB 1～5,7 群試料は約 5.0 g、MB 
6 群試料は約 1.0 g を 50 mL 遠心チュー

ブに採り、水 5 mL、内部標準原液 100 µL
及び 1％酢酸アセトニトリル溶液 10 mL
を添加し、よく撹拌した。無水硫酸ナト

リウム 6 g、無類酢酸ナトリウム 1.5 g
を加え、直ちにキャップで密封後、1 分

間振とうした後、遠心（１分間、1,500×g）
した。この上清の一部を硫酸マグネシウ

ム 150 mg、PSA 50 mg、C18 充填剤 50 
mg を含んだ 2 mL 遠心チューブに採取

し、タッチミキサーで 30 秒間撹拌した

後、 遠心(１分間、1,500 回転/分)した。

上清を GC/MS バイアルに採取し試験溶

液とした。 
 
（倫理面への配慮） 
本研究は、倫理面にかかわる事項はない。 
 
C. 研究結果及び考察 
1) 分析条件の検討 

国内において使用量が多い７種のア

ルデヒド系及びケトン系香料を対象に、

GC/MSを用いた分析法の検討を行った。 
検討対象とした香料化合物を表１に

示した。各香料を混合した検量線標準溶

液をGC/MSにより分析した時のクロマ

トグラムを図１、スキャンモードにおけ

る各香料のマススペクトルを図２に示

した。カラムとしてInertCap Pure-WAX
を用いGC/MSで分析したところ、ヘキサ
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ナール、ベンズアルデヒド、ペリルアル

デヒド、マルトール、エチルマルトール、

エチルバニリン、バニリンがこの順序で

45分までに溶出した。ヘキサナール、ベ

ンズアルデヒド及びバニリンは、内部標

準物質として同時に添加したヘキサナ

ー ル -d12 、 ベ ン ズ ア ル デ ヒ ド

-2,3,4,5,6-d5、バニリン-d3(メトキシ-d3)
と分離せずに検出されたが、測定質量数

を選択することで、それぞれ別々のピー

クとして検出できた。 
各化合物について検量線の直線性を

確認したところ、ヘキサナール、ベンズ

アルデヒド、ペリルアルデヒド、エチル

バニリン、バニリンは0.1～2.0 µg/mLの
範囲で良好な直線性（R2=0.998～0.999）
を示した。食品分析の経験に基づく検量

線の最小濃度による定量限界は、試料中

の含量換算で1群0.1 µg/g、2～5,7群0.2 
µg/g、6群1.0 µg/gであった。しかし、マ

ルトール及びエチルマルトールは直線

性が悪く（R2=0.966～0.974）、定量的な

分析には試験法のさらなる検討が必要

と考えられた。このため、マルトール及

びエチルマルトールは今回の定量分析

対象から除外し、以後は定性的な調査の

み行った。 
MB 1 群試料に対して検量線標準原液

を無添加あるいは試料中に1 µg/gとなる

ように添加して調製した試験溶液のクロ

マトグラフを図３に示した。検量線標準

溶液を添加した MB 1 群試料の試験溶液

では、各香料の保持時間にピークが検出

された。これらのピークはスキャンモー

ドによるマススペクトル解析により、図

２に示した各香料のマススペクトルと一

致することが確認できた。また、無添加

試料の試験溶液において、バニリンの保

持時間に大きなピークが検出された。こ

のピークは検量線標準液のマススペクト

ルと一致しており、MB 1 群試料にバニ

リンが含まれることが確認できた。本分

析法を用いることで、対象香料を選択的

に検出できるとともに、スキャンモード

によるマススペクトル解析により容易に

定性分析できることが確かめられた。 
2) 添加回収試験 
 MB 試料 5 g に 1 µg/g となるように標

準液を添加し、添加回収試験を実施した

(表２)。なお、予備検討において、MB6
群試料については、無添加試料から検量

線測定範囲を超える濃度のバニリン検出

されたため、試料採取量を 1 g に変更し、

試料中に5 µg/gとなるように検量線標準

液を添加し添加回収率を求めた。 
 4 群魚介類・肉類・卵類に添加したバ

ニリン、3 群いも類・豆類・種実類及び

4 群に添加したヘキサナール、1 群調味

嗜好飲料に添加したペリルアルデヒドに

おいて、回収率が 120％をやや上回った

が、他の食品群に添加した各香料の回収

率は 70.6～119.0％の概ね良好な回収率

が得られた。また、2 群穀類及び 6 群砂

糖・菓子類に添加したバニリンにおいて

標準偏差が大きくなった。これらの無添

加試料にはバニリンが含まれており、試

料中におけるバニリン分布状況のバラつ

きが影響していると考えられた。以上よ

り、概ね良い分析精度が確認できたこと

から、本試験法を用いて MB 試料に含ま

れる各種香料化合物の含有量の調査を行

った。 



42 
 

3) MB 方式による一日摂取量の推計 
MB 方式によるアルデヒド系香料の含

有量を表３に示した。また、表４に 20
歳以上の喫食量に基づくMB方式の推定

一日摂取量を示した。今回 MB 方式によ

り調査した香料のうち、最も一日摂取量

が多かったのはバニリン 1.22 mg/人/日
であり、エチルバニリン 0.13 mg/人/日、

ヘキサナール 0.54 mg/人/日、ベンズアル

デヒドは 0.32 mg/人/日であった。ペリル

アルデヒドは定量限界未満であったため、

摂取量は 0 mg/人/日となった。 
バニリンは 4 群以外の全ての食品群に

含まれており、主に 6 群の加工食品から

検出された。バニリンは、5 群のアイス

クリームや 6 群のケーキ類によく使用さ

れているが、ブランデーやウィスキーな

どの洋酒や焙煎珈琲 7)、果汁飲料 8)など

にも含まれており、今回算定された MB
方式による推定一日摂取量は天然由来の

食品成分と添加香料の合計量と考えられ

た。エチルバニリンは 6 群砂糖・菓子類

のみから検出された。 
 ヘキサナールは 1 群、6 群以外の食品

群、ベンズアルデヒドは全ての食品群か

ら検出された。ヘキサナール及びベンズ

アルデヒドは、果実・野菜、パン、加熱

処理済の鶏肉、種実加工食品など様々な

食品に含まれており 7)、幅広い食品群か

ら検出されたと考えられる。 
ペリルアルデヒドは、全ての食品群か

ら検出されなかった。ペリルアルデヒド

はシソの精油成分として知られており 9)、

7 群果実類・野菜類・海藻類には梅干し

が含まれており、ペリルアルデヒドの検

出が予想されたが定量限界未満であった。

MB 方式では分類に含まれる様々な加工

食品を混和するため、ペリルアルデヒド

の定量限界である 0.2 μg/g 未満まで希

釈され測定不能となり、検出されなかっ

たと推察された。このため、ペリルアル

デヒドの摂取量調査には、より高感度の

分析法用いて調査する必要があると考え

られた。 
平成24年度厚生労働科学研究におけ

る香料化合物の使用量に基づいたMSDI
法による摂取量の推定4)では、バニリン

40.2 mg/人/日、エチルバニリン8.26 mg/
人/日、ヘキサナール0.97 mg/人/日、ベン

ズアルデヒド1.68 mg/人/日、ペリルアル

デヒド0.63 mg/人/日、と推計されており、

今回の調査結果は、使用量による摂取量

推定より低い結果となった。一般に生産

量や使用量に基づく推計では生産・流通

や食品廃棄によるロス分も含まれるため

摂取量が多く推計される傾向があり、

MB方式による一日摂取量の方が低くな

ったと考えられる。 
4) 一日摂取量の ADI との比較 
 JECFA で ADI が定められている食品

添加物について、ADI（mg/kg 体重/日）

に対する体重あたりの一日摂取量（mg/ 
kg 体重/日）の割合（対 ADI 比）を求め

た。体重あたりの一日摂取量（mg/ kg 体

重/日）は、一人あたりの一日摂取量（mg/
人/日）を 20 歳以上の平均体重（58.6kg）
で割って求めた（表５）。なお、ヘキサナ

ール及びペリルアルデヒドに関しては、

JECFA において「acceptable」と評価し

ているため、算定から除外した。 
 ADI が設定されているエチルバニリ

ン（0-3 mg/kg 体重/日）、バニリン（0-10 
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mg/kg 体重/日）、ベンズアルデヒド（0-5 
mg/kg 体重/日）について対 ADI 比を求

めたところ、バニリンが 0.21％で最も高

く、その他の香料は、エチルバニリン

0.07％、ベンズアルデヒド 0.11％であっ

た。このため、今回調査した香料化合物

は、何れも対 ADI 比 0.21％以下であり、

いずれの香料も摂取量は十分に低いこと

が示された。 
 
D. 結論 

流通食品における香料の摂取量の実態

を明らかにするため、MB 方式による香

料の一日摂取量調査について検討を行っ

た。アルデヒド系及びケトン系香料につ

いて、QuEChERS 法により抽出・精製

後、GC/MS を用いて分析したところ、

マルトール及びエチルマルトールのケト

ン系香料において定量不能となり、試験

法のさらなる検討が必要と考えられたが、

バニリン等のアルデヒド系香料について

は概ね良い分析精度が得られ、アルデヒ

ド系香料の摂取量調査に本試験法は有用

と考えられた。 
MB 方式によるアルデヒド系香料の一

日摂取量は、バニリンが最も高く 1.22 
mg/人/日であった。その他の香料はエチ

ルバニリン 0.13 mg/人/日、ヘキサナール

0.54 mg/人/日、ベンズアルデヒド 0.32 
mg/人/日であった。また、対 ADI 比は、

バニリンが 0.21％で最も高く、エチルバ

ニリン 0.07％、ベンズアルデヒド 0.11％
であった。 MB 方式により推定されるア

ルデヒド系香料の摂取量の ADI に対す

る割合は最大でも 0.21％であり、ADI
に比べ十分に低く、現状において、安全

性上の特段の問題はないと考えられた。 
MB 方式による一日摂取量推計では、

流通する食品を食品喫食量リストに基づ

き購入し、分析する必要があるため、分

析調査可能な香料の種類や数に制約があ

り、現在流通する様々な香料をまとめて

調査するのは難しい。しかしながら、天

然由来の食品成分にも含まれる香料化合

物については、天然由来の食品成分と添

加香料の合計量としての一日摂取量調査

結果が得られ、従来の摂取量推計法では

新しい知見を得ることができた。このた

め、従来の香料の一日摂取量評価手法を

補完する役割を果し、今後の食品衛生の

向上することが期待される。 
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図１．検量線標準溶液（1 µg/mL）の GC/MS クロマトグラム  
 
1: ヘキサナール，2: ベンズアルデヒド，3: ペリルアルデヒド，4: マルトール，5: エ
チルマルトール，6: エチルバニリン，7: バニリン，IS A: ヘキサナール-d12，IS B: ベ
ンズアルデヒド-2.3.4.5.6-d5，IS C: バニリン-d3 (メトキシ-d3) 
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a) ヘキサナール b) ベンズアルデヒド 
 
 
 
 
 
 
 
c) ペリルアルデヒド d) マルトール 
 
 
 
 
 
 
 
e) エチルマルトール f) エチルバニリン 
 
 
 
 
 
 
 
g) バニリン  
 
 
 
 
 
 
 
図２．測定対象香料のマススペクトル 
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図３．1 µg/mL 検量線標準溶液及び MB 試験溶液の GC/MS クロマトグラム  
a) MB 1 群試料無添加試験溶液、b) MB 1 群試料 1 µg/g 添加試験溶液、c) 1  
µg/mL 検量線標準溶液  
1: ヘキサナール，2: ベンズアルデヒド，3: ペリルアルデヒド，4: マルトール，5: エ
チルマルトール，6: エチルバニリン，7: バニリン，IS A: ヘキサナール-d12，IS B: ベ
ンズアルデヒド-2,3,4,5,6-d5，IS C: バニリン-d3 (メトキシ-d3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 

b) 

c) 4 
1+IS A 

3 6 
2+IS B 

5 7+IS C 



48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表１．検討対象候補としたアルデヒド系及びケトン系香料

＃  品目名 CAS No 類 構造式
ＪＥＣＦＡ評価

ADI　(mg/kg体重）

1 エチルバニリン (Ethyl vanillin) 121-32-4 個別指定品目 0-3 mg/kg体重

2 エチルマルトール (ethyl maltol)  4940-11-8 ケトン類 0-2 mg/kg体重

3 バニリン (Vanillin) 121-33-5 個別指定品目 0-10 mg/kg体重

4 ヘキサナール(Hexanal) 66-25-1
脂肪族高級
アルデヒド類

ACCEPTABLE

5 ペリルアルデヒド(Perillaldehyde) 2111-75-3
脂肪族高級
アルデヒド類

ACCEPTABLE

6 ベンズアルデヒド(Benzaldehyde) 100-52-7 個別指定品目 0-5 mg/kg体重

7 マルトール (maltol) 118-71-8 個別指定品目 0-1 mg/kg体重

CHO

O
OH

CHO

O
OH

O

CHO

H3C CH2

H

CHO
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表２．MB試料からのアルデヒド系香料の添加回収試験

SD mean SD mean SD mean SD mean SD mean SD mean SD

1 エチルバニリン 74.0 ± 1.9 99.3 ± 3.7 70.6 ± 2.6 81.7 ± 20 90.9 ± 4.1 78.3 ± 3.4 69.3 ± 1.5

2 バニリン 94.3 ± 0.9 105.6 ± 12.4 116.0 ± 2.3 125.5 ± 1.6 120.4 ± 3.2 113.1 ± 12.6 116.1 ± 1.1

3 ヘキサナール 92.7 ± 2.1 117.7 ± 7.6 129.0 ± 3.8 121.1 ± 10.4 111.0 ± 4.5 106.3 ± 2.4 103.4 ± 3.7

4 ペリルアルデヒド 126.9 ± 1.1 116.1 ± 3.4 100.3 ± 1.0 87.9 ± 49.0 119.0 ± 4.6 111.8 ± 2.6 111.4 ± 2.8

5 ベンズアルデヒド 98.9 ± 1.5 102.2 ± 3.9 96.9 ± 2.3 101.9 ± 4.6 107.2 ± 2.6 102.2 ± 2.3 98.1 ± 3.5

穀類
いも類・豆類・

種実類
魚介類・肉類・

卵類
油脂類・乳類 砂糖類・菓子類

果実類・野菜類・
海藻類

mean*1

*1 The analyses were replicated five times

No. 化合物名

回収率（％）
1群 2群 3群 4群 5群 6群 7群

調味嗜好飲料
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表３．MB試料中のアルデヒド系香料含有量 20歳以上 単位：µg/g

調味嗜好飲

料
穀類

いも類・豆類・

種実類

魚介類・肉

類・

卵類

油脂類・乳類
砂糖類・菓子

類

果実類・野菜

類・海藻類

1 エチルバニリン ND ND ND ND ND 4.3 ND
2 バニリン 0.1 1.2 0.3 ND 1.8 27.3 0.4
3 ヘキサナール ND 2.0 1.6 0.7 0.6 ND 1.3
4 ペリルアルデヒド ND ND ND ND ND ND ND
5 ベンズアルデヒド 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3 1.5 1.3

(n=3)

No. 化合物名

食品群

1群 3群 4群 5群 6群

ND：定量限界（1群 0.1 µg/g,  2-5,7群 0.2µg/g ,  6群 1.0 µg/g）未満

7群2群

表４．MB方式によるアルデヒド系香料の推定一日摂取量 20歳以上 単位：mg/人/日

調味嗜好飲

料
穀類

いも類・豆類・

種実類

魚介類・肉

類・

卵類

油脂類・乳類
砂糖類・菓子

類

果実類・野菜

類・海藻類

1 エチルバニリン 0 0 0 0 0 0.13 0 0.13
2 バニリン 0.10 0.15 0.04 0 0.11 0.82 0.01 1.22
3 ヘキサナール 0 0.24 0.20 0.03 0.04 0 0.03 0.54
4 ペリルアルデヒド 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ベンズアルデヒド 0.11 0.04 0.06 0.02 0.02 0.05 0.03 0.32

5群 6群 7群

*1 測定の結果、含量が定量限界未満の場合は０とした。

No. 化合物名

食品群

1群 2群 3群 4群
総摂取量
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一人当たりの

一日摂取量 ADI 一日摂取許容量*1 対ADI比*2

(mg/人/日) (mg/kg体重/日) (mg/人/日) （％）

1 エチルバニリン 0.13 0-3 175.8 0.07

2 バニリン 1.22 0-10 586 0.21

3 ヘキサナール 0.54 acceptable

4 ペリルアルデヒド 0.00 acceptable

5 ベンズアルデヒド 0.32 0-5 293 0.11

*1:ADIの上限×58.6（20歳以上の平均体重，kg）

*2:対ADI比（％）＝一日摂取量（mg/人/日）／平均体重／一日摂取許容量

No. 化合物名

表５．　マーケットバスケット方式による推定一日摂取量と一日摂取許容量
（ADI)の比較
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